
令和３年１０月１８日 

 

おはようございます。それでは本日は、私の方から大きく２点、ご説明をさせていただ

きたいと思います。 

 

まず１点目でありますけれども、「みえコロナガード」ということで、今後県民の皆様を

コロナから守っていくために私ども県庁で考えまして、こういう手法で県民の皆様を守っ

ていくということを最初にご発表を申し上げたいと思います。 

大きくこの内容は４点ありまして、１つは先程の本部会合でもお話が出ましたけど、感

染拡大防止アラート、これを使ってどういった形で宣言を出していって、最終的に人流の

抑制を抑え込んでコロナを収束させるかというものが１点目であります。 

２点目が検査体制を整備していく。それから３点目、ワクチン接種体制もしっかりとや

っていくということが３点目。４点目が医療提供体制を整備すると。 

この４点からなるものでありまして、この内容について今からご説明を申し上げます。 

 

（資料を掲示）それでは最初ですけれども、先程本部会合でアラートについて設定をする

と申し上げましたが、これ前回シグナルということで皆さんにもご説明させていただいて

いるものと同じなんですけれども、再度検証をさせていただきました。これ第５波の時で

あります。７月の１６・１７日で、２日連続１７人以上の感染者が出たということでござ

います。その後、約２週間で感染者が急増しております。したがいまして、２日連続１７

人以上、これはある意味帰納、帰納法ですね。今までの経験則に基づいて２日連続で１７

人以上となると感染者が急激に増加するというのを第５波でも確認をされたというもので

す。 

 

次お願いします。これが第３波、第４波です。第５波とは株は違いますけれども、この

ときも２日連続して１７人。これは第３波。これは第４波。２日連続して１７人ですが、

こう出ますと、やはりその後約２週間で感染者が急激に増加をしているということであり

ます。これは理由は定かに分かりませんけれども、今までの経験則でいうとそうなってい

る。こういうことであります。 

 

したがいまして、次お願いします。今回我々はシグナルという形ではなくて、さらに一

段強めまして、「感染拡大防止アラート」と名付けていますけれども、２日連続で１７人を

出ますと、過去第３波、第４波、５波ともに感染拡大の予兆があるということは言えると

考えておりますので、その時に県民の皆様に注意をしてくださいというアラートを出させ

ていただきたいと思っています。 

それからその次ですけれども、新規感染者数が８人、人口１０万人あたりで８人以上出

たとき、あるいは病床占有率が３０パーセント以上になったとき。どれかに該当すれば感

染拡大阻止宣言というのを出させていただこうと思っています。これは自動的に発出をす

るということを考えています。もちろん本部会合を開いて宣言の決定をしますけれども、

さらに新規感染者数が１５人以上、それから病床占有率が３０パーセント以上、これまん



延防止措置の基準と同じなんですけれども、重症病床占有者数が２０パーセント以上とい

うことになりますと、このいずれか２つ以上に該当いたしますと緊急警戒宣言というもの

を出させていただこうと考えています。 

その後まん延防止等重点措置、それから緊急事態宣言に移行していくということがあり

得るというものであります。この時には営業時間の短縮ということをお願いする。これに

よって人流を抑えていこうということであります。どの地域で営業時間を短縮するかどう

か、これはその時のまた本部会合で決めていくということですが、原則こういった形で自

動的に移行するということを私ども考えてございます。ただ、これによらなくてもかなり

感染者の数が増えてきているということ、例えば株が変わることによって感染者の数が、

増え方が変わってこようと思います。 

そうしますと、これによらずに感染拡大阻止宣言ですとか、緊急警戒宣言を出していく

ということもあり得る。アラートを出して３週間経って感染拡大阻止宣言の要件を満たさ

ない場合には、アラートを解除する。この仕組みで、我々は今後第６波に対応していこう

と考えております。 

 

次お願いします。これは第５波の時の状況なんですけれども、第５波は時短なしの緊急

警戒宣言。これ今回、拡大阻止宣言と名前を変えましたけども、時短なしの緊急警戒宣言

を８月６日に出しました。それから８月１２日に時短の宣言を出していましたけど、先程

の基準に当てはめます。新規感染者数が８人を超える。新規感染者数が１５人を超えると

いうことになりますと、今度のやり方でいきますと７月２９日には、第５波の時ですけれ

ども、感染拡大阻止宣言を出すことになっていた。それから８月３日には緊急警戒宣言を

出すということになっていたということであります。それぞれ８日ないし９日前倒しで出

すということになります。第５波に当てはめると、ということです。 

 

次お願いします。アラートと早期対策、これをグラフにしたものですけど、まずここの

感染のピークの発症日と、それから公表日。これはだいたい２週間程度ずれているんです

ね。発症した人、それから感染ピークを公表した日。これは感染者に状況を確認していつ

ごろ発症しましたかというのを聞き取りします。したがって、まず発症日というのは後か

ら分かってくるものなんですけど、それをグラフにしてみますと、大体感染のピークの発

症日が第５波が８月１７日です。それから公表日は８月２６日ですから、大体１０日程度

ずれているというものでありますけれども、これは緊急警戒宣言を出しまして、最初時短

なしで出しましたが、その時短ありということで、これは折れ線グラフが近鉄の四日市駅

周辺の人流であります。そうしますと、時短ありの緊急警戒宣言を出しますよと、その前

後からずっと下がってきています。人流が下がってくると、これは四日市だけですけど、

下がってくると感染ピークもそれから大体２週間ぐらいの日をおいて下がってくるという

ことになっています。そうしますと、これを早く出せば感染ピークはもっと抑えられると

いうことであります。それを私たちは意図して、今回のアラートから、それから緊急警戒

宣言に至りますものを考えている。こういうことであります。 

 

 



次お願いします。ワクチンが接種率が進んだので、そこまで考えなくてもいいんじゃな

いかという考え方もありますけれども、株がこう変わってきますと、実効再生産数が変わ

ってきます。原始株は１人が３人に感染させると言われていましたが、デルタ株は１人が

８人に感染させると言われていますので、ワクチン接種率が原始株の場合ゼロ、それから

デルタ株の場合６０パーセント、今大体三重県で２回目終了した人が１０月１４日現在で

６５．７パーセントいますのでもう少し高いんですけど、８人に感染させるということで

ワクチンを接種していない人、１から６０パーセントを引いた４０パーセントで計算しま

すと、１人が３．２人に感染をさせるということですので、ワクチンがゼロだった原始株

の時と同じなんですね。実効再生産数が高い株でありますとワクチンを打っていても感染

が広がっていってしまうということで、したがって集団免疫の獲得がしづらいというのは

ここにもあるわけですけど、ワクチンが進んでいるからといって対応策を考えなくてもい

いというわけではないということであります。 

 

次お願いします。今のがアラートの説明なんですけど、次に療養体制の方針についてご

説明申し上げます。療養体制については、病院それから臨時応急処置施設、いわゆる酸素

ステーションですね。それから宿泊療養施設。それと自宅でやむを得ず療養していただく

方。この４段階に療養種別を分けております。 

それぞれの対象者です。病院は重症の方、それから中等症の方、それから妊婦さんなど

で、無症状、軽症であっても重症化リスクの高い方は病院に入っていただくということに

なります。原則病院が空いていれば病院に入っていただくということになるんですが、病

院がいっぱいになってくるということになりますと、中等症Ⅱの方、これは酸素吸入が必

要ですので臨時応急処置施設、酸素ステーションに行っていただくということになりま

す。また宿泊療養施設は酸素吸入が必要でない中等症の方、中等症Ⅰの方です。それから

軽症または無症状者の方で特に一人暮らしで健康フォローアップが困難な方には自宅療養

ではなくて可能な限り宿泊療養施設に入っていただきたいと、こういうふうに考えている

ところでございます。 

現状ですけれども、病床の最大数はここに書いてあるとおりであります。それから臨時

応急処置施設、のちほどご説明しますけれども、１施設今回発足をさせるということで考

えております。それから宿泊療養施設については、今まで２施設でした。県内ですね。そ

れを今回、鈴鹿の施設を追加いたしまして、３施設にするということでございます。パル

スオキシメーターについては自宅療養される方に１万５千個弱の個数を確保している。 

こういうことで、この形で医療提供体制を整えていきたいと思っていますが、宿泊療養

施設については第６波が来るまでにもう少し数を増やしておきたいと思います。四日市、

それから鈴鹿、それともう１カ所ありますけれども、中勢より南側というところであと２

カ所ほど増やすべく努力をしていきたいと考えております。それから酸素ステーション、

臨時的応急処置施設ですね。ここも可能な限り増やしていきたいと考えています。 

 

次お願いします。先ほど申し上げました療養体制ですけれども、それぞれの患者さんに

応じてこういった形で対応をするというものであります。自宅療養はなるべく少なくして

いきたいと思っています。最初無症状の方であっても軽症の方であっても、宿泊療養施設



が空いていればそこに入っていただくということを考えていきたい。ただ数が、感染者の

数が多くなってくるとやむを得ず自宅療養していただくという方も出てくるかと思います

けれども、ここの宿泊療養施設を増やすことによって、１人で自宅で療養されるという方

はなくしていきたいと考えているところでございます。 

 

次お願いします。先ほど申し上げました「みえコロナガード」、これは私どもこういう名

前を付けました。ＭＣＧと略称することもできるかと思っていますが、先ほど申し上げま

したように４つの柱がございます。 

アラート。自動的に人流抑制まで動いていけるような形をある程度私ども作らせていた

だいたと思っています。 

それから医療提供体制ですね。医療提供体制については先ほど申し上げましたように今

後を追加でぶ厚くしていくところありますけれども、我々の考え方としては４段階。自宅

療養まで含めて４段階。自宅療養以外でいうと３つの段階を私ども考えているというもの

でございます。 

それから検査体制。これは無料のＰＣＲ検査も進めています。これ要望が強ければまた

追加も考えていきたいと思っています。 

それからワクチン接種体制。これは若年者へのワクチン接種を追加して進めていきたい

と、今やっておりますけれども、これもワクチン接種をされた方の比率が上がっていけば

それだけ次の波が低く抑えられると考えていますので、引き続き対応していきたいと考え

ております。これが大きな１点目であります。 

 


